
紀陽銀行健康保険組合

   既にご案内の通り、現行の健康保険証については本年12月2日から無効（廃止）となり、マイ

ナンバーカードを保険証として利用する仕組みに移行されることになります。

　マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードは保有しているが紐付けをされて

いない方には、資格確認書を交付することとなります。現時点で約1,000人がその対象となって

おり、資格確認書を作成し交付するには膨大な作業が必要となることから、是非とも下記期限

までにマイナ保険証をお持ちいただけるよう、ご協力をお願いいたします。

１．対象者（被扶養者含む）

①マイナンバーカード未保有の方

②マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証の登録（紐付け）がまだの方

③マイナ保険証を保有しているが、マイナンバーカードの電子証明書の期限が到来している方

　（電子証明書はマイナンバーカード発行から５年で期限となります。）

２．対応方法

①の方は、8月末までにマイナンバーカードの申請をおこない、9月末までに紐付けを完了して下さい。

②の方は、9月末までに紐付けを完了して下さい。

③の方は、電子証明書の更新手続きを至急おこなって下さい。

３．資格確認書の職権交付について

・「職権交付」とは、被保険者からの申請なく保険者（健保組合）の権限で交付することを言います。

・令和7年10月末時点（9月末データ）で、上記未対応の方は職権交付の対象者となります。

４．その他留意事項

・令和7年6月末時点の未保有者リストを事業主と共有し、保有勧奨を行っていただきます。

・令和7年12月2日以降、無効（廃止）となった健康保険証の返却は求めません。

　各自で適切に廃棄いただくようお願いいたします。

【ご参考】 当健保組合の状況　令和7年6月末現在

マイナ保険証未登録者数 加入者5,092人のうち973人　（登録率80.9％）
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